
 

 

   

 

 

町では、道路に埋めてある水道本管とメーター器までの「水漏れ」の調査を行い

ます。 

調査員が、皆様の宅地内の水道メーターや止水栓を調べることもありますので、

ご理解とご協力をお願いします。 

また、深夜に道路内の水道本管の調査を行います。調査員は反射ベストなどを着

用していますが、お車を運転の際はご注意願います。 

◆調査時期及び範囲 

令和６年１０月２８日～１１月２９日までの予定 

 上川町市街地区全域（東雲・層雲峡を除く） 

 

◆調査業者（町が委託） 

フジ地中情報株式会社（札幌市） 

※調査員は、身分が分かる腕章を着用 

 

◆調査の対象となる水道管 

道路に埋めてある水道本管とこれから分れた給

水管から宅地内の水道メーターまでです。水道メー

ターより先の住宅内の調査は行いません。 

 

◆調査方法 

水道管の給水装置（道路の消火栓・仕切弁、宅

地内の止水栓・水道メーター等）に漏水探知機をあ

てて調査します。 

 

◆調査で発見した漏水の修理負担 

道路内にある配水管と給水装置の修理費用は町が負担し、宅地内にある水道メーターまでの

給水装置については、町が負担する場合と所有者が負担していただく場合があります。 

 

◆その他 

   この調査では、水道制水弁の開閉を行うこともあり、まれに弁のサビ等が水道水に混入するこ 

とがあります。 

 

※お問い合わせ  上川町役場建設水道課 上下水道グループ（℡ ２‐４０６１）   

漏水調査範囲
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漏水調査に関する協力のお願い 


